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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の処理を行う複数の基板処理部と、前記基板を搬送する搬送部と、前記搬送部と前
記基板処理部を制御する制御部を備えた基板処理装置の前記制御部に内蔵され、基板搬送
スケジュールを計算するスケジューラであって、
　前記基板処理装置の処理条件、処理時間、及び制約条件を、グラフ・ネットワーク理論
を用いてノード及びエッジにモデル化し、グラフ・ネットワークを作成し、各ノードへの
最長経路長の計算を行うモデル化部と、
　前記最長経路長に基づいて前記基板搬送スケジュールを計算する計算部と、を有し、
　前記基板処理部は、基板ホルダに保持された前記基板にめっき処理するめっき処理部を
有し、
　前記搬送部は、前記基板を収容する基板収納容器と前記基板を前記基板ホルダに対して
着脱するフィキシングステーションとの間で基板を搬送する前段搬送部と、前記フィキシ
ングステーションと前記めっき処理部との間で基板を搬送する後段搬送部とを有し、
　前記基板処理装置は、前記前段搬送部を含む装置前段部と、前記めっき処理部及び前記
後段搬送部を含む装置後段部とを有し、
　前記モデル化部は、前記装置前段部及び前記装置後段部の処理条件、処理時間、及び制
約条件をそれぞれモデル化し、前記装置前段部における前段側グラフ・ネットワークと、
前記装置後段部における後段側グラフ・ネットワークとを別々に作成し、
　前記スケジューラは、さらに、前記前段側グラフ・ネットワークと、前記後段側グラフ
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・ネットワークとを結合する処理を行い、各ノードへの最長経路長の計算を行う結合部を
有し、
　前記計算部は、前記結合部で算出された前記各ノードへの最長経路長に基づいて、前記
基板搬送スケジュールを計算する、スケジューラ。
【請求項２】
　請求項１に記載されたスケジューラにおいて、
　指定された前記基板の処理枚数を任意の枚数のミニバッチに分割し、
　前記モデル化部は、前記ミニバッチ分の前記前段側グラフ・ネットワークと、前記ミニ
バッチ分の前記後段側グラフ・ネットワークを作成し、
　前記結合部は、前記ミニバッチ分の前記前段側グラフ・ネットワークと、前記ミニバッ
チ分の前記後段側グラフ・ネットワークとを結合し、
　指定された処理枚数分まで前記ミニバッチ分の前記前段側グラフ・ネットワークと前記
ミニバッチ分の前記後段側グラフ・ネットワークとの作成及び結合を繰り返す、スケジュ
ーラ。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載されたスケジューラにおいて、
　前記基板処理装置が非定常状態に移行したか否かを検知する検知部を有し、
　前記モデル化部は、前記基板処理装置が非定常状態に移行したことを前記検知部が検知
したとき、前記非定常状態における前記基板処理装置の処理条件、処理時間、及び制約条
件を、グラフ・ネットワーク理論を用いてノード及びエッジにモデル化し、グラフ・ネッ
トワークを作成し、各ノードへの最長経路長の計算を行い、
　前記計算部は、前記非定常状態における前記各ノードへの最長経路長に基づいて、前記
基板搬送スケジュールを計算するように構成される、スケジューラ。
【請求項４】
　請求項３に記載されたスケジューラにおいて、
　前記非定常状態は、前記基板処理装置の故障時の状態、基板ホルダのメンテナンス時の
状態、又はアノードホルダのメンテナンス時の状態を含む、スケジューラ。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載されたスケジューラを内蔵する前記制御部を備え
た、基板処理装置であって、
　前記制御部は、計算された前記基板搬送スケジュールに基づいて前記搬送部を制御する
ように構成される、基板処理装置。
【請求項６】
　基板の処理を行う複数の基板処理部と、前記基板を搬送する搬送部と、前記搬送部と前
記基板処理部を制御する制御部を備えた基板処理装置を用いた基板搬送方法であって、
　前記基板処理装置の処理条件、処理時間、及び制約条件を、グラフ・ネットワーク理論
を用いてノード及びエッジにモデル化し、グラフ・ネットワークを作成し、各ノードへの
最長経路長の計算を行うモデル化工程と、
　前記最長経路長に基づいて基板搬送スケジュールを計算する計算工程と、
　前記基板搬送スケジュールに基づいて前記基板を搬送する工程と、を有し、
　前記基板処理部は、基板ホルダに保持された前記基板にめっき処理するめっき処理部を
有し、
　前記搬送部は、前記基板を収容する基板収納容器と前記基板を前記基板ホルダに対して
着脱するフィキシングステーションとの間で基板を搬送する前段搬送部と、前記フィキシ
ングステーションと前記めっき処理部との間で基板を搬送する後段搬送部とを有し、
　前記基板処理装置は、前記前段搬送部を含む装置前段部と、前記めっき処理部及び前記
後段搬送部を含む装置後段部とを有し、
　前記モデル化工程は、前記装置前段部及び前記装置後段部の処理条件、処理時間、及び
制約条件をそれぞれモデル化し、前記装置前段部における前段側グラフ・ネットワークと
、前記装置後段部における後段側グラフ・ネットワークとを別々に作成し、
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　前記基板搬送方法は、さらに、前記前段側グラフ・ネットワークと、前記後段側グラフ
・ネットワークとを結合する処理を行い、各ノードへの最長経路長の計算を行う結合工程
を有し、
　前記計算工程は、前記結合工程で算出された前記最長経路長に基づいて基板搬送スケジ
ュールを計算する、基板搬送方法。
【請求項７】
　請求項６に記載された基板搬送方法において、
　指定された前記基板の処理枚数を任意の枚数のミニバッチに分割する工程を有し、
　前記モデル化工程は、前記ミニバッチ分の前記前段側グラフ・ネットワークと、前記ミ
ニバッチ分の前記後段側グラフ・ネットワークを作成し、
　前記結合工程は、前記ミニバッチ分の前記前段側グラフ・ネットワークと、前記ミニバ
ッチ分の前記後段側グラフ・ネットワークとを結合し、
　前記基板搬送方法は、さらに、指定された処理枚数分まで前記ミニバッチ分の前記前段
側グラフ・ネットワークと前記ミニバッチ分の前記後段側グラフ・ネットワークとの作成
及び結合を繰り返す工程を有する、基板搬送方法。
【請求項８】
　請求項６又は７に記載された基板搬送方法において、
　前記基板処理装置が非定常状態に移行したか否かを検知する工程を有し、
　前記モデル化工程は、前記基板処理装置が非定常状態に移行したことを検知したとき、
前記非定常状態における前記基板処理装置の処理条件、処理時間、及び制約条件を、グラ
フ・ネットワーク理論を用いてノード及びエッジにモデル化し、グラフ・ネットワークを
作成し、前記各ノードへの最長経路長の計算を行う工程を含み、
　前記計算工程は、前記非定常状態の前記各ノードへの最長経路長に基づいて、前記基板
搬送スケジュールを計算する工程を含む、基板搬送方法。
【請求項９】
　請求項８に記載された基板搬送方法において、
　前記非定常状態は、前記基板処理装置の故障時の状態、前記基板ホルダのメンテナンス
時の状態、又はアノードホルダのメンテナンス時の状態を含む、基板搬送方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スケジューラ、基板処理装置、及び基板搬送方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　基板処理装置には種々の構成のものが存在する。例えば、一般に、複数枚の基板を収容
する基板収納容器と、複数の搬送機と、複数の処理部を有する基板処理装置が知られてい
る。この基板処理装置では、複数枚の基板が基板収納容器から装置内に順次投入され、複
数の搬送機により複数の処理部間を搬送されて並列的に処理され、処理後の基板が基板収
納容器に回収される。また、複数の基板収納容器を有し、これらを交換可能とした基板処
理装置も知られている。このような基板処理装置では、処理済の基板が装填された基板収
納容器を未処理の基板が装填された基板収納容器に適宜交換することによって、連続的に
基板処理装置の運転を行うことができる。
【０００３】
　上記の基板処理装置の一例として、例えば、バンプ形成、ＴＳＶ形成、再配線めっきを
行うめっき処理装置が知られている。このような基板処理装置では、厳しいプロセス制約
条件（あるプロセスが開始してから次のプロセスを開始するまでの所定のプロセス時間間
隔）を満たしながら、高いスループットを実現することが求められる。この厳しい要求を
満たすため、めっき処理装置の基板搬送制御には最適な基板の搬送計画を立てる様々なス
ケジューリング手法が考えられてきた。このスケジューリング手法として、シミュレーシ
ョン法を用いて基板搬送スケジュールを計算する基板処理装置が知られている（特許文献
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１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５６２０６８０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　シミュレーション法を用いて基板搬送スケジュールを計算する場合、良好なスループッ
トを得るために、予め与えられた処理条件及び制約条件に基づいて、スケジューリングに
関連する多数のパラメータの組み合わせについてそれぞれシミュレーション計算を行うの
で、計算量が膨大となり、基板処理装置としての実際の運用には適さないという問題があ
る。この解決策として、設計時点において想定されるプロセスレシピ条件に対してスルー
プット値が最大となるようなパラメータ設定を検索して、最適と想定されるパラメータ範
囲に絞りこむことが考えられる。実際の基板処理実行時にはこれらの各々のパラメータに
対して基板搬送シミュレーションを行い、スループットの評価値を計測し、その中から最
大スループット値となるパラメータを選択する。このように、数多く存在するパラメータ
群の中から最適と想定されるパラメータ範囲を事前に絞り込むことで、実際の運用時にお
けるシミュレーション計算時間を短縮させ、基板の処理開始に支障が出ないようにする必
要がある。
【０００６】
　しかしながら、装置に搭載したときのシミュレーション計算時間が実運用に支障のない
計算時間に収まる範囲で、かつ最適と想定されるパラメータ範囲を予め用意するためには
、長時間（例えば５時間）の事前の計算処理が必要となる。また、事前に用意された最適
と想定されるパラメータ範囲は、想定されるプロセスレシピ条件に基づいて決定されたも
のであるので、想定されるプロセスレシピ以外の条件が与えられた場合や基板処理装置が
故障等の非定常状態にある場合には、良好なスループットを達成することができないとい
う問題がある。
【０００７】
　本発明は上述の点に鑑みてなされたものである。その目的は、基板搬送スケジュールの
ための計算量及び計算時間を削減し、あらゆる条件において良好なスループットを得るこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一形態によれば、基板の処理を行う複数の基板処理部と、前記基板を搬送する
搬送部と、前記搬送部と前記基板処理部を制御する制御部を備えた基板処理装置の前記制
御部に内蔵され、基板搬送スケジュールを計算するスケジューラが提供される。このスケ
ジューラは、前記基板処理装置の処理条件、処理時間、及び制約条件を、グラフ・ネット
ワーク理論を用いてノード及びエッジにモデル化し、グラフ・ネットワークを作成し、各
ノードへの最長経路長の計算を行うモデル化部と、前記最長経路長に基づいて前記基板搬
送スケジュールを計算する計算部と、を有する。
【０００９】
　この一形態によれば、基板搬送スケジュールが、グラフ・ネットワーク理論を用いてモ
デル化された各ノードへの最長経路長に基づいて計算される。したがって、従来多くの計
算時間を要していたパラメータ範囲の絞りこみのための事前の計算処理を行うことなく、
基板搬送スケジュールを計算することができるので、計算量及び計算時間を低減すること
ができる。また、最適なスループットを得るためのパラメータ（処理条件）を予め制限す
る必要もないので、想定されるプロセスレシピ以外の条件が与えられた場合でも良好なス
ループットを達成し得る基板搬送スケジュールを計算することができる。
【００１０】
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　本発明の一形態において、前記基板処理部は、基板ホルダに保持された前記基板にめっ
き処理するめっき処理部を有する。前記搬送部は、前記基板を収容する基板収納容器と前
記基板を前記基板ホルダに対して着脱するフィキシングステーションとの間で基板を搬送
する前段搬送部と、前記フィキシングステーションと前記めっき処理部との間で基板を搬
送する後段搬送部とを有する。前記基板処理装置は、前記前段搬送部を含む装置前段部と
、前記めっき処理部及び前記後段搬送部を含む装置後段部とを有する。前記モデル化部は
、前記装置前段部及び前記装置後段部の処理条件、処理時間、及び制約条件をそれぞれモ
デル化し、前記装置前段部における前段側グラフ・ネットワークと、前記装置後段部にお
ける後段側グラフ・ネットワークとを別々に作成する。前記スケジューラは、さらに、前
記前段側グラフ・ネットワークと、前記後段側グラフ・ネットワークとを結合する処理を
行い、各ノードへの最長経路長の計算を行う結合部を有する。前記計算部は、前記結合部
で算出された前記各ノードへの最長経路長を元に、前記基板搬送スケジュールを計算する
。
【００１１】
　この一形態によれば、装置前段部及び装置後段部の処理条件、処理時間、及び制約条件
をそれぞれモデル化し、装置前段部における前段側グラフ・ネットワークと、装置後段部
における後段側グラフ・ネットワークとを別々に作成した後、それぞれのネットワークを
結合する処理を行う。装置前段部と装置後段部のネットワークをエッジで結合するノード
数はネットワーク全体のノード数に比較して少ないため、装置全体のグラフ・ネットワー
クをまとめて計算する場合に比べて、計算が単純化され、計算量及び計算時間を削減する
ことができる。
【００１２】
　本発明の一形態において、スケジューラは、指定された前記基板の処理枚数を任意の枚
数のミニバッチに分割する。前記モデル化部は、前記ミニバッチ分の前記前段側グラフ・
ネットワークと、前記ミニバッチ分の前記後段側グラフ・ネットワークを作成する。前記
結合部は、前記ミニバッチ分の前記前段側グラフ・ネットワークと、前記ミニバッチ分の
前記後段側グラフ・ネットワークとを結合する。スケジューラは、指定された処理枚数分
まで前記ミニバッチ分の前記前段側グラフ・ネットワークと前記ミニバッチ分の前記後段
側グラフ・ネットワークとの作成及び結合を繰り返す。
【００１３】
　この一形態によれば、指定された全処理枚数について、前段部と後段部のグラフ・ネッ
トワークを作成した後に結合する場合に比べ、結合時の計算処理を低減することができる
。また、処理条件によってミニバッチの枚数を任意に変えることで、計算時間の短い条件
を選ぶことができる。
【００１４】
　本発明の一形態において、前記基板処理装置が非定常状態に移行したか否かを検知する
検知部を有し、前記モデル化部は、前記基板処理装置が非定常状態に移行したことを前記
検知部が検知したとき、前記非定常状態における前記基板処理装置の処理条件、処理時間
、及び制約条件を、グラフ・ネットワーク理論を用いてノード及びエッジにモデル化し、
グラフ・ネットワークを作成し、各ノードへの最長経路長の計算を行い、前記計算部は、
前記非定常状態における前記各ノードへの最長経路長に基づいて、前記基板搬送スケジュ
ールを計算するように構成される。
【００１５】
　この一形態によれば、基板処理装置が非定常状態に移行したときであっても、非定常状
態における各ノードへの最長経路長に基づいて基板搬送スケジュールを計算するので、非
定常状態において適切な基板搬送スケジュールを計算することができる。
【００１６】
　本発明の一形態において、前記非定常状態は、前記基板処理装置の故障時の状態、基板
ホルダのメンテナンス時の状態、又はアノードホルダのメンテナンス時の状態を含む。
【００１７】
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　この一形態によれば、基板処理装置の故障のような突発的な非定常状態における適切な
基板搬送スケジュールを計算することができる。また、基板ホルダ及びアノードホルダは
、長時間使用されることにより洗浄や点検が必要になる場合があり、基板処理装置から取
り出されて、もしくは基板処理装置内で定期的にメンテナンス（洗浄又は点検）される。
この一形態によれば、メンテナンスのような定期的に発生する非定常状態においても、適
切な基板搬送スケジュールを計算することができる。
【００１８】
　本発明の一形態によれば、上記いずれかのスケジューラを内蔵する前記制御部を備えた
、基板処理装置が提供される。この基板処理装置において、前記制御部は、計算された前
記基板搬送スケジュールに基づいて前記搬送部を制御するように構成される。
【００１９】
　この一形態によれば、計算された基板搬送スケジュールに基づいて、基板を適切に搬送
することができる。
【００２０】
　本発明の一形態によれば、基板の処理を行う複数の基板処理部と、前記基板を搬送する
搬送部と、前記搬送部と前記基板処理部を制御する制御部を備えた基板処理装置を用いた
前記基板搬送方法が提供される。この基板搬送方法は、前記基板処理装置の処理条件、処
理時間、及び制約条件を、グラフ・ネットワーク理論を用いてノード及びエッジにモデル
化し、グラフ・ネットワークを作成し、各ノードへの最長経路長の計算を行うモデル化工
程と、前記最長経路長に基づいて基板搬送スケジュールを計算する計算工程と、前記基板
搬送スケジュールに基づいて前記基板を搬送する工程と、を有する。
【００２１】
　この一形態によれば、基板搬送スケジュールが、グラフ・ネットワーク理論を用いてモ
デル化された各ノードへの最長経路長に基づいて計算される。したがって、従来多くの計
算時間を要していたパラメータ範囲の絞りこみのための事前の計算処理を行うことなく、
基板搬送スケジュールを計算することができるので、計算量及び計算時間を低減すること
ができる。また、最適なスループットを得るためのパラメータ（処理条件）を予め制限す
る必要もないので、想定されるプロセスレシピ以外の条件が与えられた場合でも良好なス
ループットを達成し得る基板搬送スケジュールを計算することができる。
【００２２】
　本発明の一形態において、前記基板処理部は、基板ホルダに保持された前記基板にめっ
き処理するめっき処理部を有し、前記搬送部は、前記基板を収容する基板収納容器と前記
基板を前記基板ホルダに対して着脱するフィキシングステーションとの間で基板を搬送す
る前段搬送部と、前記フィキシングステーションと前記めっき処理部との間で基板を搬送
する後段搬送部とを有し、前記基板処理装置は、前記前段搬送部を含む装置前段部と、前
記めっき処理部及び前記後段搬送部を含む装置後段部とを有する。前記モデル化工程は、
前記装置前段部及び前記装置後段部の処理条件、処理時間、及び制約条件をそれぞれモデ
ル化し、前記装置前段部における前段側グラフ・ネットワークと、前記装置後段部におけ
る後段側グラフ・ネットワークとを別々に作成する。前記基板搬送方法は、さらに、前記
前段側グラフ・ネットワークと、前記後段側グラフ・ネットワークとを結合する処理を行
い、各ノードへの最長経路長の計算を行う結合工程を有する。前記計算工程は、前記結合
工程で算出された前記最長経路長に基づいて基板搬送スケジュールを計算する。
【００２３】
　この一形態によれば、装置前段部及び装置後段部の処理条件、処理時間、及び制約条件
をそれぞれモデル化し、装置前段部における前段側グラフ・ネットワークと、装置後段部
における後段側グラフ・ネットワークとを別々に計算し、その後それぞれのネットワーク
を結合する。前段部と後段部のネットワークをエッジで結合するノードはネットワーク全
体のノード数に比較して少ないため、装置全体の基板搬送スケジュールを計算する場合に
比べて、計算が単純化され、計算量及び計算時間を削減することができる。
【００２４】
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　本発明の一形態において、基板搬送方法は、指定された前記基板の処理枚数を任意の枚
数のミニバッチに分割する工程を有し、前記モデル化工程は、前記ミニバッチ分の前記前
段側グラフ・ネットワークと、前記ミニバッチ分の前記後段側グラフ・ネットワークを作
成し、前記結合工程は、前記ミニバッチ分の前記前段側グラフ・ネットワークと、前記ミ
ニバッチ分の前記後段側グラフ・ネットワークとを結合し、前記基板搬送方法は、さらに
、指定された処理枚数分まで前記ミニバッチ分の前記前段側グラフ・ネットワークと前記
ミニバッチ分の前記後段側グラフ・ネットワークとの作成及び結合を繰り返す工程を有す
る。
【００２５】
　この一形態によれば、指定された全処理枚数について、前段部と後段部のグラフ・ネッ
トワークを作成した後に結合する場合に比べ、結合時の計算処理を低減することができる
。また、処理条件によってミニバッチの枚数を任意に変えることで、計算時間の短い条件
を選ぶことができる。
【００２６】
　本発明の一形態において、前記基板処理装置が非定常状態に移行したか否かを検知する
工程を有し、前記モデル化工程は、前記基板処理装置が非定常状態に移行したことを検知
したとき、前記非定常状態における前記基板処理装置の処理条件、処理時間、及び制約条
件を、グラフ・ネットワーク理論を用いてノード及びエッジにモデル化し、グラフ・ネッ
トワークを作成し、前記各ノードへの最長経路長の計算を行う工程を含み、前記計算工程
は、前記非定常状態の前記各ノードへの最長経路長に基づいて、前記基板搬送スケジュー
ルを計算する工程を含む。
【００２７】
　この一形態によれば、基板処理装置が非定常状態に移行したときであっても、その処理
条件、処理時間、及び制約条件に基づいて基板搬送スケジュールを計算するので、非定常
状態において適切な基板搬送スケジュールを計算することができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の一つによれば、基板搬送スケジュールのための計算量及び計算時間を削減する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の実施形態に係るめっき処理装置の構成例を示す模式図である。
【図２】制御部の構成の一例を示すブロック図である。
【図３】図２に示した基板搬送制御スケジューラのブロック図である。
【図４】図３に示したモデル化部によりモデル化されたグラフ・ネットワークの一例を示
す図である。
【図５】各ノードへの最長経路長を付記した図４に示したグラフ・ネットワーク図である
。
【図６】図５に示したグラフ・ネットワーク図に、搬送機の競合を避けるためのエッジを
追加した図である。
【図７】各ノードへの最長経路長を付記した図６に示したグラフ・ネットワーク図である
。
【図８】基板搬送スケジュールの一部を示す図である。
【図９】基板搬送制御スケジューラに設定されるロードロボットの搬送処理時間の一例を
示す図である。
【図１０】基板搬送制御スケジューラに設定される搬送機の搬送処理時間の一例を示す図
である。
【図１１】基板搬送制御スケジューラに設定される搬送機の搬送処理時間の一例を示す図
である。
【図１２】基板搬送制御スケジューラに設定される制約条件の一例を示す図である。
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【図１３】基板搬送制御スケジューラに設定される全体レシピの一例を示す図である。
【図１４】基板搬送制御スケジューラに設定されるプロセスレシピの一例を示す図である
。
【図１５】本実施形態に係る基板処理方法を示すフロー図である。
【図１６】ステップＳ１０５のサブルーチンを示すフロー図である。
【図１７】ステップＳ２０２のサブルーチンを示すフロー図である。
【図１８】ステップＳ２０３のサブルーチンを示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。以下で説明する図面におい
て、同一の又は相当する構成要素には、同一の符号を付して重複した説明を省略する。本
実施形態では、基板処理装置として半導体基板にめっき処理を行うめっき装置を例に説明
するが、本発明に係る基板処理装置はこれに限らず、例えば、ガラス基板に対してＬＣＤ
製造用の処理を行う基板処理装置等、各種の基板処理装置に適用できる。
【００３１】
　図１は、本発明の実施形態に係るめっき処理装置の構成例を示す模式図である。本めっ
き処理装置１０は、ロードポート１１、ロードロボット１２、アライナ１３、スピンリン
スドライヤ（ＳＲＤ）１４、フィキシングステーション１５ａ，１５ｂ、複数のストッカ
１６を備えた基板ホルダ貯留領域２５、前水洗槽１７、前処理槽１８、水洗槽１９、粗乾
燥槽（ブロー槽）２０、水洗槽２１、複数のめっき槽２２を備えためっき領域２６（めっ
き処理部の一例に相当する）、２台の搬送機２３，２４を有する。スピンリンスドライヤ
１４、前水洗槽１７、前処理槽１８、水洗槽１９、ブロー槽２０、水洗槽２１、及びめっ
き槽２２は、基板に所定の処理を行う基板処理部として機能する。また、ロードロボット
１２及び搬送機２３，２４は、基板を搬送する搬送部として機能する。
【００３２】
　図１において、矢印Ａは基板のロード移送行程を、矢印Ｂは基板のアンロードの移送行
程を示す。ロードポート１１には複数枚の未処理基板及び複数枚の処理済基板を収納した
基板収納容器（ＦＯＵＰ：Ｆｒｏｎｔ　Ｏｐｅｎｉｎｇ　Ｕｎｉｆｉｅｄ　Ｐｏｄ）が載
置されるようになっている。
【００３３】
　このめっき処理装置１０において、ロードロボット１２はロードポート１１に載置され
た基板収納容器から未処理の基板を取り出し、アライナ１３に載置する。アライナ１３は
、ノッチ、オリフラ（オリエンテーションフラット）等を基準に基板の位置決めを行う。
次にロードロボット１２は基板をフィキシングステーション１５ａ，１５ｂに移送し、フ
ィキシングステーション１５ａ，１５ｂは、ストッカ１６から取り出した基板ホルダに基
板を装着する。このめっき処理装置１０は、２台のフィキシングステーション１５ａ，１
５ｂでそれぞれの基板ホルダに基板を装着し、２つの基板ホルダを１組として搬送するよ
うに構成される。基板ホルダに装着された基板は搬送機２３により、前水洗槽１７に移送
され前水洗槽１７で前水洗処理された後、前処理槽１８に移送される。前処理槽１８で前
処理された基板は、更に水洗槽１９に移送され、水洗槽１９で水洗処理される。
【００３４】
　水洗槽１９で水洗処理された基板は、搬送機２４でめっき領域２６のいずれかのめっき
槽２２に移送され、めっき液に浸漬される。ここでめっき処理が施され基板に金属膜が形
成される。金属膜が形成された基板は搬送機２４により水洗槽２１に移送され、水洗槽２
１で水洗処理される。続いて、基板は、搬送機２４によりブロー槽２０に移送されて粗乾
燥処理を施された後、搬送機２３によりフィキシングステーション１５ａ、１５ｂに移送
され、基板ホルダから取り外される。基板ホルダから取り外された基板は、ロードロボッ
ト１２でスピンリンスドライヤ１４に移送され、洗浄・乾燥処理を施された後、ロードポ
ート１１に載置されている基板収納容器の所定位置に収納される。
【００３５】
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　本実施形態に係るめっき処理装置１０は、便宜上、ロードポート１１とフィキシングス
テーション１５ａ，１５ｂとの間で基板を搬送するロードロボット１２（前段搬送部の一
例に相当する）を含む装置前段部と、フィキシングステーション１５ａ，１５ｂとめっき
領域２６との間で基板を搬送する搬送機２３，２４（後段搬送部の一例に相当する）を含
む装置後段部とに分けられる。本実施形態に係るめっき処理装置１０においては、後述す
るように、装置前段部における前段側グラフ・ネットワークと、装置後段部における後段
側グラフ・ネットワークとを別々に計算する。
【００３６】
　続いて、図１に示しためっき処理装置１０を制御する制御部について説明する。図２は
、制御部の構成の一例を示すブロック図である。図１に示したロードロボット１２、搬送
機２３、及び搬送機２４による矢印Ａに示す基板のロード移送行程の搬送制御、及び矢印
Ｂに示す基板のアンロードの移送行程の搬送制御は、制御部の制御により行われる。
【００３７】
　めっき処理装置１０の制御部は、装置コンピュータ３０と装置制御コントローラ３２を
有する。装置コンピュータ３０は、主に計算やデータ処理等を行い、装置制御コントロー
ラ３２は主に図１に示しためっき処理装置１０の各部を制御するように構成される。本実
施形態では、装置コンピュータ３０と装置制御コントローラ３２とが別々に構成されるが
、これに限らず、これらを一体の制御部として構成してもよい。
【００３８】
　装置コンピュータ３０は、図示しない表示部に操作画面を表示させる操作画面アプリケ
ーション３１と、基板搬送制御スケジュールを生成するための基板搬送制御スケジューラ
４０と、を有する。装置コンピュータ３０は、この他、操作画面アプリケーション３１及
び基板搬送制御スケジューラ４０を実現するために必要なＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒ
ｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、メモリ
、ハードディスク等のハードウェアを有する。
【００３９】
　装置制御コントローラ３２は、装置コンピュータ３０とネットワーク接続されており、
装置コンピュータ３０から、基板搬送制御スケジューラ４０が生成した基板搬送制御スケ
ジュールを受信するように構成される。装置制御コントローラ３２は、図１に示した搬送
部及び基板処理部を含む動作機器５０と、入出力インターフェースを介して通信可能に接
続される。装置制御コントローラ３２は、装置コンピュータ３０から受信した基板搬送制
御スケジュールに従って、動作機器５０を制御する。
【００４０】
　図３は、図２に示した基板搬送制御スケジューラ４０のブロック図である。図示のよう
に、基板搬送制御スケジューラ４０は、モデル化部４１と、計算部４２と、検知部４３と
、結合部４４とを有する。本実施形態に係る基板搬送制御スケジューラ４０は、基板搬送
スケジュールを計算するために、後述するグラフ・ネットワーク理論を用いて、めっき処
理装置１０の処理条件、処理時間、及び制約条件をノード及びエッジにモデル化する。こ
こで処理条件とは、処理の種類及び順序、並びに処理の優先度等を含む。処理時間とは、
各プロセスの開始時間、搬送開始時間、プロセスに要する時間、及び搬送に要する時間等
を含む。また、制約条件とは、ある処理の開始から次の処理を開始するまでにかかる時間
を制約する条件等をいう。なお、スケジューラとは、外部から信号情報を受信し、これに
基づいて基板搬送スケジュールを計算する一連の演算処理を行うためのソフトウェアが記
録された記憶媒体を少なくとも有する演算処理装置のことをいう。なお、このスケジュー
ラは、処理時間、制約条件、及びプロセスレシピ（処理条件）等のデータ情報を記憶する
ための記憶部をさらに有するようにし、この記憶部に保存された情報を参照しながら、上
記の演算処理を行うように構成される。
【００４１】
　モデル化部４１は、めっき処理装置１０の処理条件、処理時間、及び制約条件を、グラ
フ・ネットワーク理論を用いてノード及びエッジで表されるグラフ・ネットワークにモデ
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への最長経路長に基づいて基板搬送スケジュールを計算する。検知部４３は、図２に示し
た装置制御コントローラ３２からの信号を受信し、めっき処理装置１０が非定常状態に移
行したか否かを検知する。ここで、非定常状態とは、例えば、めっき処理装置１０の故障
時の状態、基板ホルダのメンテナンス時の状態、又はアノードホルダのメンテナンス時の
状態等を含む。
【００４２】
　また、本実施形態では、結合部４４は、装置前段部における前段側グラフ・ネットワー
クと、装置後段部における後段側グラフ・ネットワークとを別々に計算し、前段側グラフ
・ネットワークと後段側グラフ・ネットワークとを結合して、めっき処理装置１０全体に
係るグラフ・ネットワークを計算する。
【００４３】
　次に、図３に示した基板搬送制御スケジューラ４０により基板搬送スケジュールを計算
する具体例について説明する。図４は、図３に示したモデル化部４１によりモデル化され
たグラフ・ネットワークの一例を示す図である。このグラフ・ネットワークは、説明のた
めに簡素化されたものである。
【００４４】
　このグラフ・ネットワークをモデル化するための前提を以下の通りとした。即ち、処理
対象となる基板を保持した基板ホルダは２つ使用される。ここでは、それぞれの基板ホル
ダを第１基板ホルダ（Ｗａｆｅｒ　Ｈｏｌｄｅｒ　１）と第２基板ホルダ（Ｗａｆｅｒ　
Ｈｏｌｄｅｒ　２）と呼ぶ。この例におけるめっき処理装置１０は、４つのユニットＡ、
ユニットＢ、ユニットＣ、ユニットＤを有し、２つ基板ホルダはそれぞれ別のユニットＡ
に収納された状態から処理が開始される。ユニットＢ，Ｃについては、基板ホルダは１つ
しか存在できない。基板ホルダの各々には、図４においてノードとなる処理Ａ－Ｄが実施
される。基板ホルダの各々に実施される処理Ａ－Ｄの考えられる順番はプロセスレシピに
基づいて予め定められており、この順番は、図４に示されるエッジｅ１－ｅ１６の矢印で
示される。処理Ａは、ユニットＡからの基板ホルダの取り出し処理である。処理Ｂは、ユ
ニットＢからの基板ホルダの取り出し処理である。処理Ｃは、ユニットＣからの基板ホル
ダの取り出し処理である。処理Ａ，Ｂ，Ｃについてはそれぞれ、基板ホルダの取り出し、
次のユニットへの移動、次のユニットへの収納の一連の処理を連続して実行するものとす
る。処理Ｄは、ユニットＤへの基板ホルダの収納処理である。処理Ａ－Ｃの取り出し処理
時間は、それぞれ５秒とする。処理Ｄは、終了処理であり、取り出し処理時間は０である
。基板ホルダの各々は、一つの搬送機により一つずつ搬送される。例えば、ユニットＢと
ユニットＣ間の搬送機の移動時間は３秒とする。ユニットＢ間、及びユニットＣ間の搬送
機の移動時間は１秒とする。ユニットＢに収納された基板ホルダには、１５秒間の処理が
行われ、ユニットＣに収納された基板ホルダには、１０秒間の処理が行われる。また、制
約条件として、処理Ａが開始されてから処理Ｂが開始されるまでの時間を４０秒以内、処
理Ｂが開始されてから処理Ｃが開始されるまでの時間を６０秒等とする。これらの前提条
件の一覧を以下の表１に示す。
【００４５】
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【表１】

【００４６】
　図４に示すように、第１基板ホルダに関して処理Ａから処理Ｂへの所要時間は、ユニッ
トＡからの取り出し処理時間である５秒と、ユニットＡからユニットＢへの搬送機の移動
時間の５秒と、ユニットＢへの収納処理時間の５秒と、ユニットＢでのレシピ処理時間の
１５秒とで、３０秒となる。よってエッジｅ１は３０秒となる。また、ユニットＡ，Ｂ間
の処理の制約条件である４０秒が、エッジｅ４となる。ここでの制約条件は負数で表され
る。ユニットＢ，Ｃ間、ユニットＣ，Ｄ間についても同様である。第１基板ホルダに関し
て、処理Ｂから処理Ｃへの所要時間は、ユニットＢからの取り出し処理時間である５秒と
、ユニットＢからユニットＣへの搬送機の移動時間３秒と、ユニットＣにおける収納処理
時間である５秒と、ユニットＣでのレシピ処理時間の１０秒であり、エッジｅ２は２３秒
となる。
【００４７】
　続いて、第１基板ホルダに関して処理Ｃから処理Ｄへの所要時間は、ユニットＣからの
取り出し処理時間である５秒と、ユニットＣからユニットＤへの搬送機の移動時間の２秒
と、ユニットＤへの収納処理時間の５秒で、１２秒となる。よってエッジｅ３は１２秒と
なる。第２基板ホルダに関して、処理Ａ－Ｄまでのそれぞれの所要時間は、第１基板ホル
ダと同様である。
【００４８】
　第１基板ホルダの処理Ｂから第２基板ホルダの処理Ａへ移行する場合、第２基板ホルダ
が処理Ａ（ユニットＡから取り出し、ユニットＢへ移動、収納）を開始するためには、ユ
ニットＢが空いている必要がある。このため、まず第１基板ホルダの処理Ｂが実行される
必要がある。すなわちユニットＢからの取出し時間の５秒と、ユニットＢからユニットＣ
への移動時間の３秒と、ユニットＣへの収納処理時間の５秒が必要となる。また、処理Ｂ
の最後はユニットＣで行われ、処理ＡがユニットＡで行われるので、搬送機がユニットＣ
からユニットＡへ移動する時間の７秒が必要となる。したがって、第１基板ホルダの処理
Ｂから第２基板ホルダの処理Ａへの所要時間は、２０秒となる。よってエッジｅ１３は２
０秒となる。エッジｅ１４についても同様に算出され、１６秒となる。エッジｅ１５はユ
ニットＤのレシピ処理時間は０秒なので、ユニットＤからユニットＣまでの移動時間の２
秒となる。
【００４９】
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　以上のようにして図３に示したモデル化部４１によって生成されたグラフ・ネットワー
ク図において、各ノードへの最長経路長を算出する。ここで、モデル化部４１は、最長経
路長を算出するために、最短経路問題解決手法を用いる。具体的には、モデル化部４１は
、各エッジの所要時間の値を正負反転し、ベルマン・フォード法等の公知の最短経路問題
解決手法により、各ノードへの最短経路を算出する。ここでは、例えば第１基板ホルダの
処理Ａから第１基板ホルダの処理Ｃへの最短経路は、第１基板ホルダの処理Ａ、第１基板
ホルダの処理Ｂ、第１基板ホルダの処理Ｃを順次実施する場合が最短経路（値が最小）と
なり、その所要時間の値は「－５３」となる。モデル化部４１は、このようにして各ノー
ドへの最短経路長の値を計算し、その値を再度正負反転する。この値が、各ノードへの最
長経路長を示す値となる。この値は、各処理の実行可能な最速の処理開始時刻を示す。な
お、ベルマン・フォード法の他、例えばダイクストラ法等を用いて、各ノードへの最長経
路長を計算してもよい。
【００５０】
　図５は、各ノードへの最長経路長を付記した図４に示したグラフ・ネットワーク図であ
る。ここで、第１基板ホルダの処理Ｃの開始時刻５３秒と、第２基板ホルダの処理Ａの開
始時刻５０秒について確認する。開始時刻の早い第２基板ホルダの処理Ａを開始すると、
取出し処理の５秒と、ユニットＡからユニットＢへの移動処理の５秒と、ユニットＢへの
収納処理の５秒が経過するまでは搬送機が使用できないため、第１基板ホルダの処理Ｃは
実行できない。加えて、処理Ａの最後のユニットＢから処理Ｃの開始位置のユニットＣま
での移動時間の３秒を経過しないと第１基板ホルダの処理Ｃは開始できない。このように
搬送機の競合を避けるため、図６に示すように新たに、例えばエッジｅ１６を追加する必
要がある。このエッジｅ１６は上記から１８秒となる。図７はエッジｅ１６を加えた後で
再度各ノードへの最長経路長を計算し、更新したグラフ・ネットワーク図である。なお、
このエッジｅ１６に相当するエッジの向きは逆でも構わず、その場合、エッジ長は２０秒
となる。
【００５１】
　グラフ・ネットワーク図において、エッジの追加によって長さが正の閉路が生成される
場合、実行不可能（制約条件を守れない）となるため、追加したエッジを削除し、別のエ
ッジを追加する必要がある。図７の例では、第１基板ホルダの処理Ｂと、第２基板ホルダ
の処理Ａと、第１基板ホルダの処理Ｃの間で閉路が存在するが、長さの合計は２０＋１８
－６０＝－２２となるので問題はない。
【００５２】
　図７に示す各ノードへの最長経路長は、各処理の実行可能な最速の処理開始時刻を示す
。したがって、最長経路長の値が示す時刻に各処理を実行すれば、スループットが高い基
板搬送処理を行うことができる。
【００５３】
　計算部４２は、図７に示す最長経路長の値に基づいて、各基板ホルダを搬送するタイム
テーブル、即ち基板搬送スケジュールを作成する。図８は、基板搬送スケジュールの一部
を示す図である。基板搬送制御スケジューラ４０は、このようにして作成された基板搬送
スケジュールを、図２に示した装置制御コントローラ３２に送信する。装置制御コントロ
ーラ３２は、この基板搬送スケジュールに基づいて、基板処理部及び搬送部を制御する。
【００５４】
　このように、本実施形態に係る基板搬送制御スケジューラ４０によれば、基板搬送スケ
ジュールが、グラフ・ネットワーク理論を用いてモデル化されたノード及びエッジに関し
て、各ノードへの最長経路長に基づいて計算される。したがって、パラメータ範囲の絞り
こみのための事前の計算処理を行うことなく、基板搬送スケジュールを計算することがで
きるので、計算量及び計算時間を低減することができる。また、最適なスループットを得
るためのパラメータ（処理条件）を制限する必要もないので、想定されるプロセスレシピ
以外の条件が与えられた場合でも良好なスループットを達成し得る基板搬送スケジュール
を計算することができる。
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【００５５】
　次に、基板搬送制御スケジューラ４０に設定される、めっき処理装置１０の処理条件、
処理時間、及び制約条件の具体例について説明する。図９は、基板搬送制御スケジューラ
４０に設定されるロードロボット１２の搬送処理時間の一例を示す図である。この図には
、一の基板収納容器（ＦＯＵＰ１）、他の基板収納容器（ＦＯＵＰ２）、及びスピンリン
スドライヤ１４等の間で、ロードロボット１２が基板を搬送するために要する時間（秒）
が例示される。例えば、ＦＯＵＰ１からＦＯＵＰ２にロードロボット１２が基板を搬送す
るには、１秒の処理時間を要する。図９に示すそれぞれの所要時間として、予め測定され
た値が基板搬送制御スケジューラ４０に設定される。
【００５６】
　図１０は、基板搬送制御スケジューラ４０に設定される搬送機２３の搬送処理時間の一
例を示す図であり、図１１は、基板搬送制御スケジューラ４０に設定される搬送機２４の
搬送処理時間の一例を示す図である。図１０には、フィキシングステーション１５ａ，１
５ｂ、前処理槽１８（Ｐｒｅｗｅｔ）、水洗槽１９（Ｐｒｅｓｏａｋ）、及びブロー槽２
０（Ｂｌｏｗ）等の間で、搬送機２３が基板を搬送するために要する時間（秒）が示され
る。また、図１１には、ブロー槽２０、一のめっき槽２２、及び他のめっき槽２２等の間
で、搬送機２４が基板を搬送するために要する時間（秒）が示される。図９ないし図１１
に示す各搬送部の移動所要時間は、処理時間として予め基板搬送制御スケジューラ４０に
設定される。
【００５７】
　続いて、基板搬送制御スケジューラ４０に設定される制約条件について説明する。図１
２は、基板搬送制御スケジューラ４０に設定される制約条件の一例を示す図である。図示
のように、この例では、前処理槽１８（Ｐｒｅｗｅｔ）、水洗槽１９（Ｐｒｅｓｏａｋ）
、一のめっき槽２２（Ｐｌａｔｉｎｇ　Ａ）、及び他のめっき槽２２（Ｐｌａｔｉｎｇ　
Ｂ）等の制約条件（秒）が示される。図１２に示す制約条件に従えば、例えば、搬送機２
３は、前処理が終了してから３０秒以内に前処理槽１８に収納された基板を取り出さなく
てはならない。
【００５８】
　次に、基板搬送制御スケジューラ４０に設定されるプロセスレシピ及びプロセス処理時
間について説明する。図１３は、基板搬送制御スケジューラ４０に設定される全体レシピ
の一例を示す図である。図１３に示すように、基板搬送制御スケジューラ４０には、複数
のプロセスレシピが設定される。図示の例では、レシピＩＤ「ＡＢＣ」と「ＸＹＺ」が設
定されている。それぞれのレシピＩＤにおいては、ユニットレシピを選択することができ
る。図示の例ではレシピＩＤ「ＡＢＣ」において、前処理槽１８（Ｐｒｅｗｅｔ）におけ
る処理、他のめっき槽２２（Ｐｌａｔｉｎｇ　Ｂ）における処理、ブロー槽２０（Ｂｌｏ
ｗ）における処理、及びスピンリンスドライヤ１４（ＳＲＤ）における処理が、通常条件
（ＳＴＤ：Ｓｔａｎｄａｒｄ）で行われるように設定されている。また、レシピＩＤ「Ｘ
ＹＺ」では、図示の各処理が試験条件（ＴＥＳＴ）で行われるように設定されている。
【００５９】
　図１４は、基板搬送制御スケジューラ４０に設定されるプロセスレシピの一例を示す図
である。図１４に示すように、前処理槽１８（Ｐｒｅｗｅｔ）、水洗槽１９（Ｐｒｅｓｏ
ａｋ）、一のめっき槽２２（Ｐｌａｔｉｎｇ　Ａ）、他のめっき槽２２（Ｐｌａｔｉｎｇ
　Ｂ）、ブロー槽２０（Ｂｌｏｗ）、及びスピンリンスドライヤ１４（ＳＲＤ）における
、通常条件（ＳＴＤ）と試験条件（ＴＥＳＴ）の処理時間がそれぞれ設定される。図１３
に示した通常条件と試験条件は、図１４に示された処理時間に従う。
【００６０】
　次に、本実施形態に係るめっき処理装置１０による基板処理方法について説明する。図
１５は、本実施形態に係る基板処理方法を示すフロー図である。図１５に示すように、ま
ず、オペレータは、めっき処理装置１０の装置コンピュータ３０が有する図示しない入力
部を介して、図９から図１１に示した基板の搬送処理時間と、図１２に示した制約条件を
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めっき処理装置１０に設定する（ステップＳ１０１、ステップＳ１０２）。後述する非定
常状態における処理時間及び制約条件は、故障の種類など非定常状態の状況に応じて、あ
らかじめめっき処理装置１０に規定されている。
【００６１】
　続いて、新規ロット処理の命令、即ち新たな基板処理の命令があったか否かを判定する
（ステップＳ１０３）。新規ロット処理の命令があったとき（ステップＳ１０３、ＹＥＳ
）、図１３に示したプロセスレシピ（処理条件）のいずれかが選択され、処理が開始され
る（ステップＳ１０４）。なお、このプロセスレシピの選択は、オペレータが装置コンピ
ュータ３０の入力部を介して入力してもよいし、装置コンピュータ３０とネットワーク接
続された図示しないホストコンピュータから入力してもよい。
【００６２】
　次に、基板搬送制御スケジューラ４０の計算部４２は、基板搬送スケジュールを計算す
る（ステップＳ１０５）。ステップＳ１０５の詳細なプロセスは後述する。ステップＳ１
０５によって基板搬送スケジュール、即ちタイムテーブルが決定されると、装置制御コン
トローラ３２は、基板処理を実行する（ステップＳ１０６）。
【００６３】
　基板処理の実行中に、めっき処理装置１０が非定常状態に移行したか否かを検知部４３
が検知する（ステップＳ１０７）。ここで、非定常状態とは、めっき処理装置１０の故障
時の状態、基板ホルダのメンテナンス時の状態、又はアノードホルダのメンテナンス時の
状態等を含む。めっき処理装置１０では、例えばめっき槽２２の整流器等が突発的に故障
することがあり、この場合めっき槽２２の一つが使用不可になる。また、基板ホルダ及び
アノードホルダは、長時間使用されることにより洗浄や点検が必要になる場合があり、め
っき処理装置１０から取り出されて、もしくは基板処理装置内で定期的にメンテナンス（
洗浄又は点検）される。この場合、使用可能な基板ホルダ及び基板ホルダの数が変更され
、めっき処理装置１０のスループットに影響が出る。そこで、めっき処理装置１０が非定
常状態に移行したと判定した場合（ステップＳ１０７、ＹＥＳ）、ステップＳ１０５に戻
り、非定常状態における処理条件、処理時間、及び制約条件に基づいて基板搬送スケジュ
ールを再び計算する。
【００６４】
　めっき処理装置１０が非定常状態に移行していないと判定した場合（ステップＳ１０７
、ＮＯ）、新規ロット内の全ての基板が処理されたか否かが判定される（ステップＳ１０
８）。処理されるべき基板が残っている場合は（ステップＳ１０８、ＮＯ）、ステップＳ
１０７に戻り、めっき処理装置１０が非定常状態に移行したか否かが検知される。新規ロ
ット内の全ての基板が処理されると（ステップＳ１０８、ＹＥＳ）、新規ロットの処理を
終了する（Ｓ１０９）。
【００６５】
　図１５に示したステップＳ１０５の基板搬送スケジュールの具体的な計算手順について
説明する。図１６は、ステップＳ１０５のサブルーチンを示すフロー図である。図示のよ
うに、基板搬送スケジュールを計算するためには、まず、図９ないし図１１及び図１４に
示した処理時間、図１２に示した制約条件、及び図１３に示したプロセスレシピ（処理条
件）等のデータを基板搬送制御スケジューラ４０に取り込む（ステップＳ２０１）。なお
、図１５のステップＳ１０７においてめっき処理装置１０が非定常状態に移行したことが
検知された場合には、ステップＳ２０１においては、非定常状態のめっき処理装置１０の
処理条件、処理時間、及び制約条件等のデータが基板搬送制御スケジューラ４０に取り込
まれる。
【００６６】
　続いて、基板搬送制御スケジューラ４０は、まず指定された基板の処理枚数をｎ枚毎（
ｎは１以上の任意の数字）のいくつかのミニバッチに分割する（ステップＳ２０２）。そ
の後、基板搬送制御スケジューラ４０は、装置前段部のグラフ・ネットワークを計算する
（ステップＳ２０３）。その後、基板搬送制御スケジューラ４０は、装置後段部のグラフ
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・ネットワークを計算する（ステップＳ２０４）。
【００６７】
　結合部４４は、ステップＳ２０３で計算した装置前段部のグラフ・ネットワークと、ス
テップＳ２０４で計算した装置後段部のグラフ・ネットワークとを関係するノード間に対
してエッジを追加することにより、装置全体としてのグラフ・ネットワークとして結合す
る（ステップＳ２０５）。次に、全ての指定処理枚数について計算が終了したか確認し、
指定処理枚数に達していない場合（ステップＳ２０６、ＮＯ）、次のｎ枚分を追加し（ス
テップＳ２０７）、ステップＳ２０３の処理に戻る。指定処理枚数に達した場合（ステッ
プＳ２０６、ＹＥＳ）、計算部４２は、この装置全体のグラフ・ネットワークの各ノード
への最長経路長に基づいて基板搬送スケジュールを計算し、基板搬送タイムテーブルとし
て、図２に示した装置制御コントローラ３２に送信する（ステップＳ２０８）。装置制御
コントローラ３２は、この基板搬送タイムテーブルに基づいて、基板を搬送するように、
めっき処理装置１０の搬送部を制御する。
【００６８】
　続いて、図１６に示したステップＳ２０３の装置前段部の基板搬送スケジュールの具体
的な計算手順について説明する。図１７は、ステップＳ２０３のサブルーチンを示すフロ
ー図である。図示のように、装置前段部の基板搬送スケジュールを計算するためには、ま
ず、装置前段部に関連する処理時間、制約条件、及びプロセスレシピ（処理条件）等のデ
ータを基板搬送制御スケジューラ４０に取り込む（ステップＳ３０１）。取り込んだこれ
らのデータから、装置前段部の搬送順序が作成される（ステップＳ３０２）。この搬送順
序は、特にプロセスレシピ（処理条件）に基づいて作成される。
【００６９】
　続いて、モデル化部４１が、処理条件、処理時間、及び制約条件を、グラフ・ネットワ
ーク理論を用いてノード及びエッジにモデル化し、図４に示したような各基板ホルダに対
応するグラフ・ネットワークを生成する（ステップＳ３０３）。図１６に示したステップ
Ｓ２０２で与えられたミニバッチ処理数の基板ホルダについてのグラフ・ネットワークが
追加生成されると（ステップＳ３０４、Ｙｅｓ）、生成されたグラフ・ネットワークに基
づいて、各ノードへの最長経路長を算出する（ステップＳ３０５）。
【００７０】
　次に、図１８に示したステップＳ２０４の装置後段部の基板搬送スケジュールの具体的
な計算手順について説明する。図１８は、ステップＳ２０４のサブルーチンを示すフロー
図である。図示のように、装置後段部の基板搬送スケジュールを計算するためには、まず
、装置後段部に関連する処理時間、制約条件、及びプロセスレシピ（処理条件）等のデー
タを基板搬送制御スケジューラ４０が取得する（ステップＳ４０１）。取り込んだこれら
のデータから、装置後段部の搬送順序が作成される（ステップ４０２）。この搬送順序は
、特にプロセスレシピ（処理条件）に基づいて作成される。
【００７１】
　続いて、モデル化部４１が、処理条件、処理時間、及び制約条件を、グラフ・ネットワ
ーク理論を用いてノード及びエッジにモデル化し、図４に示したような各基板ホルダに対
応するグラフ・ネットワークを生成する（ステップＳ４０３）。図１６に示したステップ
Ｓ２０２で与えられたミニバッチ処理数の基板ホルダについてのグラフ・ネットワークが
追加生成されると（ステップＳ４０４、Ｙｅｓ）、生成されたグラフ・ネットワークに基
づいて、各ノードへの最長経路長を算出する（ステップＳ４０５）。
【００７２】
　図１６で説明したように、本実施形態では、装置前段部及び装置後段部の処理条件、処
理時間、及び制約条件をそれぞれモデル化し、装置前段部における前段側基板搬送スケジ
ュールと、装置後段部における後段側基板搬送スケジュールとを別々に計算する。このた
め、装置全体の基板搬送スケジュールを計算する場合に比べて、計算が単純化され、計算
量及び計算時間を削減することができる。なお、装置前段部と装置後段部とをまとめて一
度に基板搬送スケジュールを計算してもよい。
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　また、本実施形態によれば、図１５に示したように、めっき処理装置１０が非定常状態
に移行したときであっても、その処理条件、処理時間、及び制約条件に基づいて基板搬送
スケジュールを計算するので、非定常状態において適切な基板搬送スケジュールを計算す
ることができる。具体的には、めっき処理装置１０の故障のような突発的な非定常状態に
おいて適切な基板搬送スケジュールを計算することができる。また、基板ホルダ及びアノ
ードホルダのメンテナンスのような定期的に発生する非定常状態においても、適切な基板
搬送スケジュールを計算することができる。
【００７４】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、上述した発明の実施の形態は、本発明の
理解を容易にするためのものであり、本発明を限定するものではない。本発明は、その趣
旨を逸脱することなく、変更、改良され得るとともに、本発明にはその等価物が含まれる
ことはもちろんである。また、上述した課題の少なくとも一部を解決できる範囲、または
、効果の少なくとも一部を奏する範囲において、特許請求の範囲及び明細書に記載された
各構成要素の任意の組み合わせ、又は省略が可能である。
【符号の説明】
【００７５】
　　１０…めっき処理装置
　　１１…ロードポート
　　１２…ロードロボット
　　１４…スピンリンスドライヤ
　　１５ａ、１５ｂ…フィキシングステーション
　　２３…搬送機
　　２４…搬送機
　　２６…めっき領域
　　３０…装置コンピュータ
　　３１…操作画面アプリケーション
　　３２…装置制御コントローラ
　　４０…基板搬送制御スケジューラ
　　４１…モデル化部
　　４２…計算部
　　４３…検知部
　　４４…判定部
　　４５…パラメータ調整部



(17) JP 6517845 B2 2019.5.22

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】



(18) JP 6517845 B2 2019.5.22

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６】



(19) JP 6517845 B2 2019.5.22

【図１７】 【図１８】



(20) JP 6517845 B2 2019.5.22

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  三ツ谷　隆
            東京都大田区羽田旭町１１番１号　株式会社荏原製作所内
(72)発明者  小泉　竜也
            東京都大田区羽田旭町１１番１号　株式会社荏原製作所内
(72)発明者  大石　邦夫
            東京都大田区羽田旭町１１番１号　株式会社荏原製作所内

    審査官  内田　正和

(56)参考文献  特開平１０－０３１５０４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－２４３８１２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１５－０６０５６６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１５－００５０８５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－１４６４４８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２１／６７７　　　
              Ｇ０５Ｂ　　１９／４１８　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２１／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

